
どんな働き方でも均等待遇を! 同一価値労働に同一賃金を! 間接性差別禁比を法律に!

均等法を男女雇用平等法に! 有期雇用にも均等待遇を!
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暑中お見舞い申し上げます。くれぐれも体調に気をつけて乗り切りましょう。

7月 27日、雇用均等分科会で「中間取りまとめJが了承され、 8月の 1ヶ月民意見募集!

h ・個λでも団体でも、かならず一人一人が提出を! 周りの人にも呼びかけて!

・均等待遇アクション21の目標は1000人 1万人の声が届けば、均等法が変わります!

7月27日の雇用均等分科会で中間取りまとめ=1-労働政策審議会雇用均等分科会における審議状況」

が了承されました。 8月末までの 1ヶ月間、郵送かメールで意見募集を行っています。

(厚労省 htto:llwww.mhlw.e:o.i%ubliclbosvuu/iken/o0801・l.htm1 )実効ある均等法に改正させるた

めに、どんどん意見を届けましょう。(中間取りまとめ、意見提出用紙、均等待遇アクション 21の意見

提出モデル、中間取りまとめの争点を同封しますので参考にしてください。)

6月・7月にも東京・大阪で均等ウェーブを開催

均等法審議の山場に向け、東京で6月24日と 7月27日、大阪では7月6日に均等ウェープに取り組

みました。報告をお読みください。秋以降も山場にむけ、行う予定です。

5月の iEU男女均等政策調査」の報告書が、 8月下旬に出来上がります。ぜひ、お読み下さい。注文

票を同封します。

均等一

官もヌエック(国立女性教育会館)i男女共同参画のための女性学・ジェンダー研究・交流フ

ォーラムJでワークショップを下記の通り、開催します。全国からのみなさんで日本の均等待遇実

現のために大いに議論をしましょう。ヌエックの URL htto:/lwww.nwec.io/ 

日時 :8月初日(日)9 : 30"""" 11 : 30 

会場;大研修室 (埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728 国立女性教育会館 TEL0493・62・6711)
資料代500円

オ10fJ 15日仕)18: 30の東京クィメンズプラザアォーラムで均等待遇アクション21はワークショ

ップ f均等待遇をもとめる女たちー均等法改正のポイン川を昂宇佐Lます。ぜひ予定Lでおいてぐだ

さ~ )0 

オ発足I年を迎える均等待遇アクション京都では 9H17日 (I) 1.ご f雇~ )止めを詐さな~)集 ~)J を府

結Lます。チラシを用封Lますのでご参加を f

オ f女たちのオノルタナティプパートに均等待遇を !J中野区非常身勝貞・賃金差別裁判の宕鋸が出版

されま L-t.:: 0 (，明石書庄181ω月チ裁)r均等待遇'Jr，周度差別~ r公務ノ，O-I-JI苛題に停心のある方には

お読みいただきたい本です。

交交05年度分の賛同費未納の皆様には、ぜひ納入のご協力をよろしくお願いいたします。



「均等待遇アクシ ョン 21」 賛同人の方 々

【呼びかけ人】
浅倉むつ子 伊田広行 大沢真理 大野町子 大脇雅子 木下武男 木村愛子 熊沢誠 小宮山洋子 柴山恵美子 清水澄子
正路怜子 竹中恵美子 津和慶子 寺沢勝子 中島通子 中西珠子 中野麻美 林弘子 林陽子 福島瑞穂 藤田一枝 船橋邦
子 松本惟子 円より子 三山雅子 森ます美 山本博 吉川春子 脇田滋

l【賛同者】・
相澤美智子 合場敬子 青木艶子 青木真知子 赤羽佳世子 浅井真由美 浅野詠子 浅野富美枝 安藤直子 朝倉泰子 赤松
良子 青柳清美 荒井利津子 赤石千衣子 秋山淳子 阿部陽子 飯島和泉 五十嵐美那子 石毛えい子 石橋慶子 丼上輝子
今井けい 今井好子 今福庸夫 市吉澄枝 伊豆田アキ 居城舜子 池内文子 池田芳江 池田説子 池田資子 石田絹子 石
川雅子 伊田久美子 市川若子 伊藤清美 伊藤セツ 伊藤みどり 井上睦子 丼加田まり 石田久仁子 石田好江 石原豊子
稲邑恭子 石丸敏子 丼上佳江子 丼上美代 石川久枝 石川みのり 井上好子 稲垣紀代 稲場みち子 岩崎淳子 上田佐紀
子 植野妙実子 宇賀神慶子 内海和子 宇仁宏幸 内田典子 梅沢栄子 浦川悦子 江野本啓子 江森民夫 遠藤恵子 遠藤
公嗣 奥田公恵 奥山たえこ 大島令子 大西知佐 大本徹 大山七穂 尾崎薫 尾崎公子 大竹美登利 小野瀬芳男 大国和1江 大賀美弥子 大矢道子 小川たか子 尾沢邦子 小沢明美 大塚優子 大貫遵子 緒方玉江 岡本哲文 尾崎かおる 奥島
加奈恵 奥田祐子 奥山えみ子 大沢たつみ 大橋照枝 大出理香 尾辻喜代子 折原和代 折原由紀子 小野寺さよ子 片桐
和子 鴨桃代 鴨田哲郎 川名はつ子 飼手和子 加藤順子 角山優子 亀田篤子 亀永能布子 漢人明子 金森トシエ 川橋
幸子 河名みゆき 加藤登紀子 梶本玲子 鎌倉淑子 片岡栄子 片岡千鶴子 片岡陽子 門林洋子 金澤美津子 金田誠一
金子小山いく子 金子哲夫 神本美恵子 河野育子 加藤伊都子 樺山弘美 唐沢重子 川上婦志子 菊地夏野 木住野理栄
木越陽子 北岡孝義 北明美 木村瑛子 木元弘子 木元美代子 草薙順一 回本淳子 楠井道雄 久野澄子 久場嬉子 久保
田真苗 熊崎清子 久米弘子 倉知博 黒岩秩子 黒岩容子 黒沢節子 桑原輝子 玄場絢子 越堂静子 小城智子 近藤正代
小林佳子 小林妙子 小松満貴子 小池絹子

・
小島八重子 小林みち子 小林照子 小松加代子 菰田由美子 小柳優子 古山

啓子 近藤美恵子 今野久子 伍賀僣子 五島昌子 後藤安子 駒野陽子 酒井興子 酒井和子 佐藤由紀子 逆井征子 佐藤
公子 境沢淳子 坂本敦子 坂本孝夫 佐 木々政憲 斎藤栄子 斉藤繁子 斉藤正美 斉藤周 坂本福子 阪本美知子 佐崎和
子 澤田幸子 沢田美佐子 坂井隆之 阪田朋子 佐藤あつ子 坂上祥子 榊原裕美 繁沢敦子 宍倉良枝 清水直子 島田美
恵子 塩沢美代子 志賀寛子 芝崎京子 芝崎麻紀子 柴本政江 清水計枝 塩原節子 小司洋子 清水純子 設楽ヨシ子 白
木憲二良『 白倉汎子 志田なや子 志田昇 神惇子 東海林京子 新谷文子 末永節子 末松ひさ子 杉井静子 杉村和美 菅
谷頼子 鈴木京子 鈴木よし子 関優美 瀬古由紀子 瀬野喜代 清山玲 添田包子 高須裕彦 滝沢香 武井多佳子 武田て
るよ 竹森茂子 高橋弘子 但馬けい子 田中幸世 田中喬子 田中光子 高島順子 高島道枝 田中環 田中千代 高木美代
子 田中玉枝 田中かず子 田中睦美 高田洋子 大門晶子 龍田美智恵 竹内勝子 谷恵子 田代早苗 田代瑞恵 田沼祥子

ヽ高岡日出子 高橋澄子 高橋高子 高橋広子 高橋洋子 高木美砂子 高木睦子 竹内みどり 竹内三輪 竹信三恵子 高橋千
鶴子 高橋みよ子 高柳美香 高山紀世美 立中修子 立花英人 玉木節子 千葉景子 津久井勝子 土田容子 椿茂雄 都留
孝子 辻新一 堤典子 露木肇子 綱島文江 都留伸吾 鶴見知子 遠野はるひi徳

永恭子 富永誠治 戸張雅子 豊巻絹子
戸塚秀夫 当麻よし子 戸枝晶子 戸川美穂子 遠山日出也 徳茂万知子 時責達枝 冨吉直美 永井初子 永井よし子 内藤

●篤男 内藤忍 長坂寿久 中島寛子 中村ひろ子 中村良子 中川スミ 中川瑞代 中村和雄 名田明子 中村史子 中林晶子
中谷紀子 中谷文美 中原純子 仲谷良子 鍋島初美 成瀬穫美 西島博 西本敏子 西浜楢和 丹山三千子 丹生秀子 丹羽
雅代 贄川由美子 二木洋子 仁田裕子 西谷敏 西田英俊 西村かつみ 西中幸子 根本ますみ 野崎光枝 野中文江 野畑
員理子 橋本ヒロ子 畑中邦子 花沢真美 長谷川和子 長谷川仲子 馬場裕子 花崎摂 林瑞枝 坂喜代子 早川崇子 葉山

,洋子 原沢那美子 原山恵子 八谷真智子 服部雅美 早房長治 八日ひろ子 浜田小夜子 坂東喜久恵 日向繁子 肥田和子
広木道子 秀嶋ゆかり 樋り||つ や子 平川景子 平川弘子 広中和歌子 深澤秀子 福島トシ子 福田菊 償地絵子 福原宇子
F福間公子 藤井俊道 藤浦由美子 藤枝泉 藤沢真砂子 布施由女 船橋恵子 古川さつき 古田睦美 細谷久美子 堀江和子
堀江のり子 堀内光子 本田次男 本間重子 本間節子 古守恵子 .星川一恵 増田れい子 真壁清子 牧田真由美 松野菊美
松田 松井京子 松崎歌子 松村文人・牧野のり子 真鍋美果 満田康子 三島春子 南明美 宮地光子 二重野栄子 三浦隆
三谷重 三上明子 三橋敦子 宮成友恵 宮原光一 村上克子 村上真知子 村木薫 村松安子 メーベル 望月悦子 望月す
.み

工 師岡康子 守矢秋子 本尾良 本山文子 森田園子 森谷久子 森田千恵 森り|1晴 森本孝子 柳沼千枝 矢澤澄子 矢
島床子 柳沢芳子 山内明子 山内恵子 山崎耕一郎 山崎真由美 山田久爾枝 屋嘉比ふみ子 矢澤江美子 矢谷康子 山崎
久民 山崎睦子 山下泰子 山口泰子 山口雪子 山口わか子 山下はるみ 矢島健一 山本孝史 山本幸子 山本令子 柚木
理子 柚木康千 由里悦子 養父知美 横山基子 好川香子 吉田隆 吉原美恵子 吉村怜子 四谷信子 吉田啓子 吉田貞子
和気文子 和印肇 和国弘子 和田成枝 渡部みどり 渡辺聡 (匿名6名 )

【賛同団体】

「 女性会議東京都本部 I女性会議大阪 旭屋書店労働組合 アジア女性資料センター事務局 大阪地域ユニオン協議会 おんな
労働組合 (関西) かながわ・勤労者ユニオン 神奈り||シ ティユニオン CAWネ ット・ジャパン 関西女の労働問題研究会 京
都地方労働組合総評議会 国労家族会東京地方連合会 国労婦人部 自治労三木市学校給食労働組合 自治労横浜関連労組協議
会 首都圏青年ユニオン 女性ユニオン東京 新社会党東京都本部女性委員会 すみだユニオン せんしゅうユニオン 全石油
昭和シェル労組 全国労働組合連絡協議会 全労協女性委員会 全国一般労働組合東京南部 全統一労働組合 大鵬薬品工業労
働組合 男女差別賃金をなくす連絡会 東京都学校事務職員労働組合 東京・生活者ネットワーク 都議会生活者ネットワーク
中央大学女性問題研究会 なかまユニオン 名古屋ふれあいユニオン 那覇市臨時・非常勤職員労働組合 なにわユニオン なの.は

なユニオン 新潟県教職員組合女性部 にいがた女性会議女性の労働部会 日本教職員組合女性部 日本航空労組女性連絡会
練馬区立図書館協力員労働組合 働く女性のための弁護団 働く女性の人権センターいこ☆る 兵庫県パート・ユニオンネットワ
ーク 福岡市女性協会ユニオン ふれあい江東■ニオン ふぇみえ′婦人民主クラブ 松江森の風法律事務所 明大女性問題研究

・会 郵政労働者ユニオン 横浜女性協会労働組合 連合大阪 ワーキング・ウィメンズ。ヴォイス WOMEN｀S ACT21
(2005年 8月 3日現在 呼びかけ人 30名 賛同 519名 。団体)
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均
等
待
遇
ア
ク
シ
ョ
ン
２‐
大
阪
実
行
委
員
会
で
は
、
７

月
６
日
、
「間
接
差
別
や
め
て
ん
か
―
　
均
等
待
遇
つ
く
ろ

う
よ
―
　
―
男
女
一雇
用
機
会
均
等
法
改
正
問
題
を
考
え
る
」

集
い
を
、
第
３
回
日
の
均
等
待
遇
ウ

ェ
ー
ブ
と
し
て
開
催

し
ま
し
た
。
参
加
者
は
７３
名
で
、
事
前
の
予
測
を
大
き
く
上

回
る
参
加
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

集
会
で
は
初
め
に
、
連
合
大
阪
女
性
委
員
会
。男
女
平
等

推
進
委
員
会
有
志
に
よ
る
寸
劇
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
「
ユ

ニ
オ
ン
座
」

の
お
株
を
奪
う

コ
ミ
カ
ル
な

コ
ン
ト
に
、

「え

っ
、
あ
の
人
が
！
」
と
い
う
身
内
受
け
も
含
め
、
会
場

を
笑
い
に
包
み
込
み
な
が
ら
、
職
場

の
日
常

で
の
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
●
フ
ス
メ
ン
ト
や
女
性
差
別
、
非
正
規
差
別
が

表
現
さ
れ
ま
し
た
。

集
会
の
メ
イ
ン
は
、
林
誠
子
さ
ん

（連
合
副
事
務
局
長
）

に
よ
る
講
演
で
、
均
等
法
改
正
、
と
り
わ
け
間
接
差
別
の
取

り
扱
い
に
関
す
る
審
議
会
で
の
議
論
の
状
況
が
て
い
ね
い
に
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
「頑
強
に
抵
抗

し
て
い
る
経
営
側
の
壁
を
打
ち
破
り
、
間
接
差
別
の
明
記
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
も
っ
と

も

っ
と
多
く
の
声
と
行
動
を
巻
き
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
時
間
は
限
ら
れ
て
い
る
」
。
林
誠
子
さ

ん
の
心
の
込
も

っ
た
訴
え
が
会
場
に
響
き
ま
し
た
。

活
動
報
告
と
し
て
は
二
項
目
。
ま
ず
、
６
月
を
セ
ク
シ
ュ
ア
ル

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
月
間

と
し
て
取
り
組
ん
だ

フ
エ
ミ
ニ
ス
ト
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
学
会
の
周
藤
さ
ん
よ
り
、
着
信
総
数
が

２
６
０
０
件
を
超
え
た
相
談
内
容
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
「性
犯
罪
が
横
行
し
て
い
る
職
場
実

態
は
、
ま
さ
に
異
常
と
し
か
言
え
な
い
。
訴
え
に
対
す
る
不
利
益
扱
い
や
精
神
疾
患
な
ど
二
次

災
害
も
深
刻
」
と
し
て
、
相
談
窓
日
の
充
実
や
労
働
災
害
と
し
て
の
明
文
化
、
女
性
団
体

。
当

事
者
の
声
の
審
議
や
制
度

へ
の
反
映
な
ど
が
提
言
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
働
く
女
性
の
人
権
セ
ン
タ
ー

「
い
こ
☆
る
」
の
上
円
さ
ん
よ
り
、
大
阪
府
の
助
成
事

業
と
し
て
取
り
組
ん
だ
仕
事
と
子
育
て
ア
ン
ケ
ー
ト

（回
答
総
数
１
３
０
０
強
）
の
報
告
が
あ

り
、
仕
事
と
子
育
て
を
男
女
が
両
立
す
る
た
め
に
は
、
均
等
待
遇
の
法
制
化
が
不
可
欠
で
、
均

等
法
に
は
間
接
差
別
の
禁
止
を
明
記
す
べ
き
と
、
訴
え
ら
れ
ま
し
た
。

会
場
か
ら
は
、
非
正
規
で
働
く
女
性
た
ち
や

「し
ん
ぐ
る

。
ま
ざ
―
ず

・
ふ
お
―
ら
む
」
よ

り
、
均
等
待
遇
と
間
接
差
別
禁
止

へ
の
熱
い
想
い
が
相
次
ぎ
、
こ
れ
ら
の
意
見
や
事
例
を
提
言

と
し
て
ま
と
め
、
審
議
会
に
反
映
し
て
い
く
こ
と
を
約
束
す
る
ア
ピ
ー
ル
を
採
択
し
て
、
集
会

を
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

今
回
の
取
り
組
み
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
ユ
ニ
ー
ク
な
ハ
レ
ー
ド
な
ど
を
行
わ
な
い
集
会

で
し
た
が
、
そ
の
分
、
ゆ

っ
く
り
と
議
論
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
今
後
、
さ
ら
に
議
論
や
学

習
を
積
み
上
げ
な
が
ら
、
秋
に
は
大
幅
に
ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ
し
た
取
り
組
み
を
実
現
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

大阪 7月 6日 に3回 目の均等ウエープ “均等法改正問題を考える集い"開催

雇用均等分科会 にあわせて 首都圏均等 ウエープ

首都圏では雇用均等分科会で中間まとめが近づいた 6月 24日 と 7月 27日 、均等ウエーブの Part 2

&3を実施 した。6月 24日 は分科会の始まる前から厚生労働省前で、マイクで均等法改定を訴えるリ

レー トークとビラ宣伝行動。大阪、札幌のメンバーも参加。労働側委員の吉宮さんから状況報告を受け、

傍聴組を送り出し。分科会開始後は、均等待遇アクション21の要請書と各団体から寄せられた現場の

声を持つて、衆参厚生労働委員会の議員にロビーイング。終わつて分科会の傍聴組と合流し、 5月 に実

施の EU調査の報告会を開催した。暑さのなか目いつぱいの行動でした。

7月 27日 は 12時半から3回目の均等ウエープ。照りつける日差 しのなか「均等待遇実現」「間接差

別禁止」などと書かれたうちわが初デビュー、通行人の目をひいた。この日、中間まとめが了承され、

8月 1日 からノくブリックコメントが募集されることとなった。
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連合大阪の皆さんによる寸劇



働<女性の多<はパー トタイマーや契約社員・派遣社員・臨時職員などの非正

規雇用労働者です。そしてほとんどが有期雇用契約 (3ヶ月契約とか…)で働

いています。長年働いていても雇い主の一方的な都合で契約更新を拒否された

り (雇い止め)、 契約更新のために労働条件を切り下げにも NO!と言えなかつた

り…問題は山積みです。

「寸劇ワークショップ」では、パー ト・派遣・臨時職員など非正規雇用の労働

者が職場で抱える困ったケースをい<つか寸劇で紹介し、解決のしかたを会場の

参加者がグループ毎に話し含い、発表します。

「非正規雇用・

雇い止め」

耳′貰れない

言葉ですが。“

専門家の

アドバイスも !

寸劇ワークシヨッ

プで事例紹介

欅毎、・ "̈¨ ë.鐸瞥¨¨¨ ・̈ず́転'¨ "¨ "・

受講料 :500円
定員80名  どなたでもご参加大歓迎です !

(当 日の参加も結構です)

保育あり (有料)

… 1カ 月前までに申 |

申し込み :ハガキ ぜ露y

安心して働くため

に必要なこと

1無
00¨ ¨ ・̈構楓

¨ ・̈・¨¨
‖缶¨"¨ ・̈′1無

¨¨ ・̈・¨
J奪

`

申し込み/問い含わせ先 (担当 :但馬/服部)

〒611-O031 宇治市広野町西裏99-14
パール第 1ビル3階 洛南労組連 気付

「均等待遇アクシヨン21京都」宛

fa× 0774-44-3102  TEL 0774-43-8734
E―man ioseinetimyah。 。。co.ip

)・ ¨澪年、
°°̈ ¨¨¨

澪む¨¨ ・̈・・膚無¨¨¨¨¨博無

京都市女性総合センター

(ウィングス京都)

■住所

■‐604-8147

京都市中京区東洞院通六角下る御射山町 262

京都市女性総合センター

TEL :075-212-7490    FAX:075-212-7460

■交通手段

地下鉄鳥丸御池駅 (5番出口)ま たは地下鉄四条駅

・阪急烏丸駅 (20番出口)下車徒歩約 5分

*駐車場はか らだの不自由な方の来館時や荷物の

搬入用に限らせていただいています。

本施設へお越 しの際は、電車・バスなど公共交通

機関をご利用 ください。

争

事例について、専門家の解説と防止策・対抗策についてア ドバイスを受けた

り、弱い立場に置かれている非正規雇用の労働者を守る法律や制度を学びたい

と思います。

パート・派遣など非正規雇用の労働者が安心して働けるようにするためにど

んな法律や制度が必要かを話し合い、実現するためにできる行動を考えましょ

う。みんなで明日の働き力を見つけるために !

ぃ止めを■
さ●い集

明́Lの働き掲を見
つけよつ́

新ばめりませんので、ご参加の際は電車ロバスをご利用下さい。※



用均等分科会中間取りまとめの争 均等待遇アクション21事務局作成

1.男女双方に対する差別の禁止

【労働側委員】  「仕事と生活の調和」を目的・Jl念に規定すべき

【使用者側委員】 性差別以外の要素を入れることには反対  ,
【公益委員】  重要であるが均等法に規定するのは適当でない

2.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

【労側】①不利益取扱いの禁止  ②ILO母性保護条約批准と出産手当金の給付率引上げ
【使側】能率低下や不就労等については公平性の観点から慎重に議論すべき

間接差別とは、外見上は性中立的な規定、基準、慣行等が他の性の構成員と比較して相当程度の不
利益を与え、職務関連性がない等合理性 0正当性が認められなぃもので、結果の平等とは異なること
を確認した

【労側】コース別雇用の転勤要件や世帯主要件、パー ト処遇への対応などに間接差別は有効な概念で
あり、国際的動向からも禁止すべき

【使側】間接差別概念はまだ浸透しておらず現場が混乱する             _

=    ポジティブ・アクションとして進めていくべきで間接差男り概念の導入には反対
【公益】①相当程度の不利益、合理性・正当性の有無についての判断基準を明確にすれば予見可能性

を高めることができる          ,
②ポジティブ・アクションで進めるなら自主的取組より踏み込むべき

1

4.差別禁止の内容等

【労側】①「募集・採用」も差別禁止規定に ②仕事の与え方についても差別禁止を
③「雇用管理区分」の見直し ④均等法にもi賃金差別の禁止を規定すべき

【使側】①「募集・採用」の規定は現行どおり ②仕事の与え方は個人の能力で異なり性差別でない
③「雇用管理区分」は長期的人事制度で見直す必要なし

5。 ポジティプ0アクションの効果的推進方策
【労側】事業主に行動計画の作成と実行を義務づけ、奨励措置を検討すべき  ,
【使側】事業主の自主的取組を促進すべき、行政の周知が必要

6。 セクシュアルハラスメントの効果的対策
【労側】①配慮規定から義務規定とし、紛争解決援助や公表制度の対象とすべき          ,

②ジェンダーハラスメントも含めるべき
③救済申出を理由とする不利益取扱いの禁止やプライバシーの保護を規定すべき      ・

【使側】①現行指針のPRでよい ②事前予防措置と事後対応措置は区別して議論すべき
③ジェンダーハラスメントを含めると本来のセクシュアルハラスメントが不明確になり反対

7.男女雇用機会均等の実効性の確保
【労側】政府から独立した性差別救済委員会を都道府県単位で設置すべき (以下の内容で)    ‐

①性差別及びセクシュアルハラスメントを救済対象とし ②申立を理由とする不利益取扱い
を禁止し ③事業主に資料提出義務を課し ④罰則つき是正勧告・命令ができる

【使側】①現行の救済制度で十分 ②行政は現行制度の周知に努めるべき

ダ



均等待遇アクション 21 EU男女均等政策調査団報告書

深化しつづける男女均尊政策

均等法制定から20年がたった今日、職場の男女平等は少しでも前進したであろうか? 働<
女性の半数以上、すでに 1000万人をこえる人たちが、パートや派遣 。契約など非正規雇用と

なり、その数は増え続けている。

均等待遇アクション21は、「パー ト・派遣・非常勤でも生活できる賃金を ! 働き方による

差別をな<そう !」 と活動を続けてきた。06年均等法見直しに向けて、労働政策審議会雇用均

等分科会で、前回から積み残しになつている「間接差別の禁止」などが議論されてきて、7月末

中間報告がだされている。

その審議を傍聴するなかで、国際社会が目指している具体的改善水準とはかなりの隔たりがあ

ることを危惧した均等待遇アクションでは、もう一度 E∪ やイギリスの男女平等政策の現状を把

握臥 均等法改定に向けて積極的に発言 していきたいと考え、5月中旬駆け足の調査旅行にでか

けた。その報告書である。

A4版96ページ 800円  送料290円

θ″ 戸動鶏″

均等待遇アクション21
文京区本郷 1-33-9 コ‐ジュ後楽園廣本ビル8o2

h&Fax 03-5689-2320
E lllail:kintou210siren.ocn.ne.jp

URL http://www15.ocno ne.jp/～kintou21/

注文[男諷(FAX送付先 03-5689-2320)
お名前

住所

丁EL

注文冊数

送金は郵便振替でお願いします。

冊   10冊 以上、送料は無料にします
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00130-7-647497 均等待遇アクション21



[均等待遇アクション21の意見提出モデル]

提出先住所

〒100-8916 千代田区霞ヶ関 1-2-2 厚労省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課
「今後の男女雇用均等対策」に関する意見募集担当宛

E―mailの場合は、http://www.mhlw.goo jp/pubHc/bosyuu/iken/p0801-1.htmlか ら

提出期限  8月 1日 から8月 31日 (必着)

あなたが日ごろ「 おか しいと思 つていること」「怒 つていること」を意見書にまとめ

提出 しま しょう。あなたの、私の、 1万人の声が届けば、均等法が変わります !

☆ゴシックのところが均等待遇アクション21の意見です。参考にしてそれぞれの意見を出しましょう。
¨ｒ

，

１

今後の男女雇用機会均等対策に関する意見

I 個人の氏名又は団体の名称   (

H 個人又は団体の別に応 じ、 (1)又 は (2)に記入 し′て下さい。

(1)個人

性男り:1)男 2)女
年齢 :1)lo代  2)20代  3)30代  4)40代  5)50代  6)60代以上

職業 :1)民間労働者 2)国家公務員 3)地方公務員 4)無職 5)自 営業

(2)団体

1)労働組合 (民間労働者) 2)労 働組合 (国家公務員) 3)労 働組合 (地方公務員 )

4)労働組合 〔中央労働団体 (地方組織を含む)〕  5)企 業 6)使 用者団体 7)女性

団体 8)他 の任意団体

IH 意見内容 (下記項 目のうち、該当する箇所に記入 してください。 )

1 男女雇用機会均等の確保について

(1)男 女双方に対する差別の禁止

私たちは、「働きすぎの男性を前提とした平等 (女性に男性並みの働き方を求める平等 )」 ではな

く、「男女が仕事と家庭の責任と楽しみを分かち合えるような質と内容の平等」を求めています。女

子差別撤廃条約の理念である「男女ともに職業生活と家庭生活を調和させ差別されずに働く権

利」に基づいて均等法の目的・理念に「仕事と生活の調和」をいれること。

(2)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

1「妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いの禁止」を明記すること

2「妊娠・出産により休業ないし能率低下した場合Jについて

①「休業後の復職」は原職ないし原職相当職への復帰の権利を保障すること

②「解雇、有期契約の更新拒否、更新時の労働条件の不利益変更」は禁止すること
③「昇給、昇進」は休業、能率低下がなかったものとして取り扱うこと

④「採用面接時に妊娠・出産の有無を質問すること」は禁止すること

⑤「休業、能率低下による賃金の扱い」は年次有給休暇の取扱いと同様に出勤したものとみなし、
賃金・一時金・退職金の査定をしないこと

3 LO母性保護条約を批准し、出産手当金の給付率60%を 66%(3分の2)以上にすること

7



(3)間接差別の禁止

l含饉確覗旨践型貫焉雪腫ま通ミ南亀転島をいれること ' ‐
3合理性・正当性の判断基準に、使用者の経済的理由を認めないこと
4男女雇用機会均等政策研究会報告で間接差別として考えられる例①～⑦は、例示であつて間

接差別のすべてではない。差別の形態は変化するのであって、限定列挙では実質的な差別是
正はできない

(4)差別禁止の内容等

1指針の「雇用管理区分」を削除すること

2仕事の与え方、賃金その他―切の差別を禁止する規定を設けること
3現行法で均等な機会を与えなければならないと規定されている「募集・採用」を「差別的取り扱

いをしてはならない」とすること

4労 働基準法第3条 (均等待遇 )に「性」をいれること

5同 4条 (男女同一賃金の原則)に「男女同一価値労働同一報酬原則」をいれること

(5)ポ ジティブ・アクションの効果的推進方策

1行動計画の作成を、100人を超える企業に義務付け、それ以下の企業も努力義務とすること
2入 札等公的機関との取引ではポジティプ・ァクション実施 (行動計画の作成)の有無を考慮要素

の一つとするよう関連法規を整備すること

(6)セ クシュアルハラスメン ト対策

1 定義を明確化し、少なくとも人事院規則・指針なみの、ジェンダーハラスメント、職場外・時間外
の行為も含むことを明確化した内容にすること

2使用者の義務を、配慮義務から防止および迅速な適正対処義務へと強化すること
3セクシュアルハラスメン蹴 害の救済や予防・対処の申し出を理由とする不利益取扱い禁止を明

記すること

(7)男女雇用機会均等の実効性の確保

1 立証責任の転換を明記すること(男 女に格差がある場合、それが性による差別でないことの立証
責任は使用者にあることを法律上明記する)

2政 府から独立した性差別救済委員会を設置すること

2 女性保護、母性保護について  略

(1)女性の坑内労働禁止

(2)母性保護

3その他

この欄には職場の差別の実態を具体的に書いてください。

お問い合わせは 均等待遇アクション21
文京区本郷1-33-9 コージュ後楽園廣木さル802

ЪL&Fax 03-5689-2320
E―maillkintou210siren.Ocn.ne,jp

URL http://www15.ocn.ne.」 p/～kintou21/
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